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１ 業務概要 
（１）業務番号 

２４－Ｂ０７Ｓ 

（２）業務の名称 

   平成２４年度 （仮称）京丹波町森づくり基本計画策定業務 

（３）業務目的 

京丹波町は、古くから京都府の林業を支えてきた地域であったが、戦後からの木材不

況により基幹産業としての林業は衰退し、林家の森林への関心が年々薄くなるとともに、

近年では担い手不足の問題も顕著化しています。 

このような中で、持続可能な森林経営の実現と森林資源活用の取り組みなど次世代に

向けた森づくりをめざし、基本計画を策定することを目的とします。 

なお、計画期間は平成２５年度から１０年間とします。 

（４）業務の内容 

別紙「(仮称)京丹波町森づくり基本計画策定業務参考仕様書」によるものとします。 

なお、参考仕様書は、成果として求める最低限の内容を参考として示すものであり、

技術提案の内容を制限するものではない。 

（５）業務期間 
契約の日から平成２５年３月２２日（金）まで 

（６）委託料 
４，５００千円（税込）以内（予算額であり、予定価格ではありません。） 

 
２ 応募資格要件 

当該プロポーザルに応募申込みをするもの（以下「応募者」という。）は、次のすべて

の要件に該当すること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していな

いこと。 

（２）京丹波町工事等契約に係る指名停止等の措置要領（平成１７年京丹波町告示第７８号。）

に基づく指名停止がなされていないこと。 

（３）会社更生法による更生手続又は民事再生法による再生手続の開始の申立てをした者で

ないこと。ただし、更生計画又は再生計画の認可を受けた場合を除く。 

（４）京丹波町暴力団等排除措置要綱（平成２３年京丹波町告示第７５号）に基づく入札参

加除外措置を受けていないこと又は京丹波町暴力団等排除措置要綱別表第２に掲げる

措置要件に該当しないこと。 

（５）京丹波町の測量等指名競争入札参加資格者名簿に登載されているコンサルタント等で

あること。 



（６）建設コンサルタント業務について、建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年建設省

告示第 717 号）に基づく登録（「都市計画及び地方計画部門」）があること。 

（７）以下に示す類似業務実績を有すること。 
類似業務とは、市町村の総合計画、産業振興計画(森林・林業関係に限る)、地域振興を

テーマとした基本計画の策定で、平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日の間に完

了した実績とする。 
 

３ 実施スケジュール 

内 容 期  間（平成２４年） 

参加表明書の受付期間 ５月１５日（火）～５月２２日（火）午後５時まで 

質問の受付期間 ５月１５日（火）～５月２５日（金）午後５時まで 

質問回答 ５月２９日（火）午後５時まで 

技術提案書の受付期間 ５月３０日（水）～６月 ８日（金）午後５時まで 

ヒアリング ６月１４日（木）～６月２０日（水）【予定】 

審査結果の通知 ６月下旬【予定】 

契約締結 ７月上旬【予定】 

 

４ 事業者選考 
公募型プロポーザル方式により、事業者を特定することとし、技術提案書を特定する評

価項目と評価点は次のとおりとする。 
なお、評価基準の詳細については、「提案書を特定するための評価基準」のとおり。 
 

評 価 対 象 評 価 点 

会社実績 １０ 

業務担当者の経験及び能力 ２０ 

提案書の内容 ８０ 

ヒアリング ５０ 

見積 ２０ 

合  計 １８０ 

 
５ 技術提案書の作成 
（１）技術提案書作成上の基本事項 
  参考仕様書及び実施要綱等を熟読の上、その内容を踏まえて技術提案書を作成してく

ださい。このプロポーザルは、コンサルティング業務における取り組み方法等について

提案を求めるものであり、業務の具体的内容並びに成果品の作成及び提出を求めるもの

ではありません。   



 
（２）技術提案書の項目等 

技術提案書は、下記事項について作成してください。 
ア 会社概要 
イ 業務実績 

市町村の総合計画、産業振興計画(森林・林業関係に限る)、地域振興をテーマと

した基本計画策定に関する業務実績（過去１０年以内で１０件まで記載してくださ

い。） 

※ 平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日の間に完了した類似する業務

を必ず記載してください。記載のない場合は、提案書を選考から除外いたします。 

ウ 業務に係る実施体制 
エ 担当者名簿 

業務担当者の同種業務の実績及び手持ち業務等（担当者が複数である場合は、主

たる担当者について記載してください。） 
オ その他 

以下について、Ａ４判１０枚以内で提案してください。（具体的な計画内容の提案

を求めるものではありません。） 

（ア）計画策定についての基本的な考え方 

（イ）計画書の構成 

（ウ）スケジュール 

（エ）提案のセールスポイント 

カ 参考見積書（Ａ４判１枚） 

 

６ 技術提案書の提出 
（１）技術提案書 
 ア 提出部数 

    正本１部、写し５部 

  イ 提出方法  

持参又は郵送（ただし、郵送の場合は配達確認ができるものに限る。受付期間内

必着） 

 ウ 体裁 

    Ａ４判片面印刷とし、左上１カ所をホッチキス留めしてください。 

 エ 提出先 

    京丹波町監理課 

    〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷６２番地６ 

 オ 受付期間 

    平成２４年５月３０日（水）午前８時３０分から 



    平成２４年６月 ８日（金）午後５時まで 
 カ ヒアリング 
    平成２４年６月１４日（木）～平成２４年６月２０日（水）（予定） 
 

７ 質問書の受付及び回答 
   このプロポーザルについて、平成２４年５月２５日（金）午後５時までに、「プロポー

ザルに関する質問書」（第１号様式）により、ファクシミリにて質問することができま

す（ファクシミリ以外は受け付けません。）。 
ただし、手続き及び様式等に関する質問は、電話等により随時受け付けます。 

（１）質問書提出先 
京丹波町監理課 

    電話番号     ０７７１－８２－３８１１（直通） 
    ファクシミリ番号 ０７７１－８２－２５００ 

（２）質問の回答 
   質問の回答は、平成２４年５月２９日（火）に京丹波町ホームページ入札情報に掲

載します。 
 

８ 選考方法 
参加要件を満たし参考見積りが予算額以内である技術提案書の提出者の中から、選

定委員会において内容を総合的に選考し、最優秀者を決定します。 
技術提案書を特定するための評価基準については、別添のとおりとします。 

 
９ 選考結果 
（１）選考結果は、参加者全員に郵送にて通知します。 
（２）選考結果は、京丹波町ホームページ入札情報に掲載します（６月下旬の予定）。公表

内容は、特定者名、参加者名及び参加者の総合順位とします。 
（３）「非特定通知書」による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して７日以内に

その理由の説明を書面で求めることができます。 
 
１０ 留意事項 
（１）提案者が他のコンサルタント業者等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受けて

業務を遂行する場合は、提案書にその旨を必ず記載してください。  
（２）このプロポーザルに参加する経費は、すべて参加者の負担とします。 
（３）提出された書類は当該プロポーザル以外の目的には使用しません。 
（４）提出された書類は返還しません。 
（５）提案書に虚偽の記載をした場合は、提案書を無効にするとともに、指名停止を行う

ことがあります。 



（６）技術提案書特定後において、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のため、

業務の具体的な実施方針について提出を求めることがあります。 
（７）不明な点については京丹波町監理課にお問い合わせください。 


